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水道・下水道・農業集落排水・浄化槽











※故人の納付要件が必要になる場合があります。

資格喪失の届出及び
資格確認書等の返却、
葬祭費の申請等





死亡後の介護保険の手続きは健康福祉課でできます。手続きの内容によっては、長生き支援課

（パトリアおがわ）にご案内が必要な場合もあります。

【必要に応じて】
・障害者手帳（身体・療育・精神）
・自立支援医療受給者証
・印鑑
・重度心身障害者医療費受給者証
・通帳（相続人名義）
・障害福祉サービス受給者証
・生活サポート券未使用分
・福祉タクシー券未使用分
・埼玉県思いやり駐車場制度利用証

の失喪格資・
手続き

被険保護介・
保険者証等
の返却

・介護保険被保険者証
ち持お（証合割担負険保護介・

の方）
お（証定認額度限担負険保護介・

持ちの方）



～

項目 手続き対象者 手続き内容 手続きに必要な持ち物

水道 水道を使用（所有）
していた方

水道使用者（所有
者）変更届等 印鑑

下水道
現在下水道事業受
益者負担金を支払っ
ている方

下水道事業受益者
異動届

新しく受益者になる方の
印鑑

農業集落排水 農業集落排水使用
世帯の方

人数、受益者等
の変更手続き 印鑑

浄化槽

公共浄化槽を使用
していた方

使用者（受益者）
の変更手続き 印鑑

個人管理の浄化槽
を使用していた方

管理者の変更
手続き 印鑑



土地や家屋を所有して
いる方

税務課資産税担当へ
ご確認ください。

税務課住民税担当へ
ご確認ください。



詳しくは都市政策課　
開発建築担当へご確認
ください。



MEMO

環境農林課（農業委員会）での手続き：詳しくは下記までお問い合わせください。

埼玉県比企郡小川町役場　☎０４９３－７２－１２２１
庁舎２階⑦番

環境農林課　環境保全担当（内線１６５）農林施設担当（内線２４５）
農業委員会（内線２４２）



こども医療費受給資格証・
健康保険情報のわかる
もの等・新たに受給資
格者となる方の口座の
通帳

児童の口座の通帳・新たに
受給資格者となる方の口座
の通帳・マイナンバー・健康
保険情報のわかるもの等

小川町に児童の住民票が
ない場合は死亡日がわか
るもの（戸籍謄本等）

就学援助費支給変更届



項目 手続き対象者 手続き内容 手続きに必要な持ち物

児童扶養手当 対象児童死亡の場合
受給者が手続き

児童扶養手当資格
喪失届（または額改定
（減）届）

児童扶養手当証書

児童扶養手当
受給者死亡の場合
児童を新たに監護・養
育される方が手続き

児童扶養手当資格
喪失届（未払い分が
ある場合は児童扶養
手当未支払手当請
求書）

児童扶養手当証書・死亡
者の戸籍謄本・未払い分
がある場合は対象児童の
振込口座がわかるもの
※ 個々の状況により別途書類が
必要になる場合があります。

特別児童
扶養手当

対象児童死亡の場合
受給者が手続き

特別児童扶養手当
資格喪失届（または
額改定（減）届）

特別児童扶養手当受給
証明書

特別児童
扶養手当

受給者死亡の場合
児童を新たに監護・養
育される方が手続き

特別児童扶養手当
資格喪失届（未払い
分がある場合は特別
児童扶養手当未支
払手当請求書）

児童扶養手当証書・死亡
者の戸籍謄本・未払い分
がある場合は対象児童の
振込口座がわかるもの
※ 個々の状況により別途書類が
必要になる場合があります。

ひとり親家庭等
医療費

対象児童死亡の場合
受給者が手続き

ひとり親家庭等医療費
受給者変更（消滅）
届

ひとり親家庭等医療費
受給者証

ひとり親家庭等
医療費

受給者死亡の場合
児童を新たに監護・養
育される方が手続き

ひとり親家庭等医療費
受給者変更（消滅）
届および関連手続き

ひとり親家庭等医療費
受給者証
※ 個々の状況により別途書類が
必要になる場合があります。

※ 個々の状況により別途書類が必要になる場合がありますので、来館前にココット小川町子育て総合センター
までお問合せください。



【返納先】
〒１３５－００６４　東京都江東区青海２－７－１１

東京港湾合同庁舎９階
東京出入国在留管理局　おだいば分室 「在留カード等返納」



13. 不動産の相続登記手続き 

※令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。
相続（遺言も含みます。）によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内
に相続登記の申請をしなければなりません。
また、遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日
から3年以内に、相登記をしなければなりません。





〈必要なもの〉
年金請求書（国民年金・厚生年金保険遺族給
付）、故人の年金証書、年金手帳又は基礎年金
番号通知書、請求者の本人確認書類（免許証、
マイナンバーカード等）、戸籍謄本、所得証明書、
住民票の原本（死亡者の除票、請求者の世帯全
員の住民票）、死亡診断書のコピー、預貯金通帳

〈手続先〉
お近くの年金事務所

詳しくは年金事務所にお尋ねください。





被相続人の預金通帳及び郵便物から
調査し、各事業者に問い合わせする
ことで、相続財産のほとんどを知ること
が出来ます。また、所有している不動産
を知りたい場合は、役所で「名寄帳」を
取得してください。





父 母

故人

兄弟
姉妹

兄弟
姉妹

祖父 祖母 祖父 祖母

兄弟
姉妹

兄弟
姉妹

兄弟
姉妹

兄弟
姉妹

兄弟
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曾祖
父母

曾祖
父母

配偶者

子 子

孫 孫

曾孫 曾孫

子 子

孫 孫

曾孫 曾孫

子 子

孫 孫

曾孫 曾孫

…継承順位第一位

…継承順位第二位

…継承順位第三位

被相続人や相続人の関係を法務局に証明してもらう制度として法定相続情報証明制度があります。本制度により交
付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な
相続手続に利用されることで、相続手続に係る相続人・手続の担当部署双方の負担を軽減することができます。
詳しくは法務局のHP（http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html）を御覧ください。

被相続人や相続人の関係を法務局に証明してもらう制度として法定相続情報証明制度があります。本制度により交
付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な
相続手続に利用されることで、相続手続に係る相続人・手続の担当部署双方の負担を軽減することができます。
詳しくは法務局のHP（http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html）を御覧ください。
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